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○
総
務
省
令
第

号

地
方
公
共
団
体
の
特
定
の
事
務
の
郵
便
局
に
お
け
る
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
及

び
競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
一
号
）
の
実
施
の
た
め
、

地
方
公
共
団
体
の
特
定
の
事
務
の
郵
便
局
に
お
け
る
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号
か

ら
第
十
一
号
ま
で
に
規
定
す
る
事
務
の
郵
便
局
に
お
け
る
取
扱
い
に
関
す
る
省
令
及
び
納
税
証
明
書
、
住
民
票
等
の
写

し
等
又
は
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
の
請
求
の
受
付
及
び
引
渡
し
の
業
務
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
実
施
民
間
事
業
者
に
お
け

る
実
施
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年

月

日

総
務
大
臣

鈴
木

淳
司

地
方
公
共
団
体
の
特
定
の
事
務
の
郵
便
局
に
お
け
る
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第

五
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
規
定
す
る
事
務
の
郵
便
局
に
お
け
る
取
扱
い
に
関
す
る
省
令
及
び
納
税
証
明
書
、

住
民
票
等
の
写
し
等
又
は
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
の
請
求
の
受
付
及
び
引
渡
し
の
業
務
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
実

施
民
間
事
業
者
に
お
け
る
実
施
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
地
方
公
共
団
体
の
特
定
の
事
務
の
郵
便
局
に
お
け
る
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
五

号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
規
定
す
る
事
務
の
郵
便
局
に
お
け
る
取
扱
い
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

地
方
公
共
団
体
の
特
定
の
事
務
の
郵
便
局
に
お
け
る
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
号
、
第
三
号
及
び
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第
五
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
規
定
す
る
事
務
の
郵
便
局
に
お
け
る
取
扱
い
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
三
年
総
務
省

令
第
百
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
掲
示
）

（
掲
示
）

第
一
条

日
本
郵
便
株
式
会
社
は
、
地
方
公
共
団
体
の
特
定
の
事
務
の
郵
便
局
に
お
け
る
取
扱
い
に
関
す
る
法
律

第
一
条

日
本
郵
便
株
式
会
社
は
、
地
方
公
共
団
体
の
特
定
の
事
務
の
郵
便
局
に
お
け
る
取
扱
い
に
関
す
る
法
律

（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
号
、
第
三
号
又
は
第
五
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
を
取

（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
号
、
第
三
号
又
は
第
五
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
を
取

り
扱
う
郵
便
局
（
法
第
一
条
に
規
定
す
る
郵
便
局
を
い
う
。
以
下
「
指
定
郵
便
局
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
、
当

り
扱
う
郵
便
局
（
法
第
一
条
に
規
定
す
る
郵
便
局
を
い
う
。
以
下
「
指
定
郵
便
局
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
、
公

該
事
務
を
取
り
扱
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
地
方
公
共
団
体
（
以
下
「
指
定
地
方
公
共
団
体
」
と
い
う
。
）
、
取
り

衆
の
見
や
す
い
場
所
に
、
当
該
事
務
を
取
り
扱
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
地
方
公
共
団
体
（
以
下
「
指
定
地
方
公
共

扱
う
事
務
の
内
容
及
び
当
該
事
務
の
取
扱
時
間
を
、
各
郵
便
局
の
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
す
る
と
と
も

団
体
」
と
い
う
。
）
、
取
り
扱
う
事
務
の
内
容
及
び
当
該
事
務
の
取
扱
時
間
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
納
税
証
明
書
、
住
民
票
等
の
写
し
等
又
は
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
の
請
求
の
受
付
及
び
引
渡
し
の
業
務
の
公
共

サ
ー
ビ
ス
実
施
民
間
事
業
者
に
お
け
る
実
施
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

納
税
証
明
書
、
住
民
票
等
の
写
し
等
又
は
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
の
請
求
の
受
付
及
び
引
渡
し
の
業
務
の

公
共
サ
ー
ビ
ス
実
施
民
間
事
業
者
に
お
け
る
実
施
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
総
務
省
令
第
九
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
掲
示
）

（
掲
示
）

第
一
条

公
共
サ
ー
ビ
ス
実
施
民
間
事
業
者
は
、
競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す
る
法
律
（

第
一
条

公
共
サ
ー
ビ
ス
実
施
民
間
事
業
者
は
、
競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す
る
法
律
（

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
四
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
業
務
を
実
施
す
る
特

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
四
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
業
務
を
実
施
す
る
特

定
業
務
取
扱
事
業
所
（
法
第
三
十
四
条
第
八
項
に
規
定
す
る
特
定
業
務
取
扱
事
業
所
を
い
う
。
）
ご
と
に
、
当

定
業
務
取
扱
事
業
所
（
法
第
三
十
四
条
第
八
項
に
規
定
す
る
特
定
業
務
取
扱
事
業
所
を
い
う
。
）
ご
と
に
、
公

該
業
務
の
実
施
を
委
託
し
た
地
方
公
共
団
体
（
以
下
「
委
託
地
方
公
共
団
体
」
と
い
う
。
）
、
実
施
す
る
業
務

衆
の
見
や
す
い
場
所
に
、
当
該
業
務
の
実
施
を
委
託
し
た
地
方
公
共
団
体
（
以
下
「
委
託
地
方
公
共
団
体
」
と

の
内
容
及
び
当
該
業
務
の
実
施
時
間
を
、
各
特
定
業
務
取
扱
事
業
所
の
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
す
る
と

い
う
。
）
、
実
施
す
る
業
務
の
内
容
及
び
当
該
業
務
の
実
施
時
間
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
も
に
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


